
く
ら
し
の
ガ
イ
ド

市
や
国
、
道
か
ら
の
お
知
ら
せ

く
ら
し
と

住
ま
い

１０月の粗大ごみ収集

収集の申し込み　㈲登和清掃（☎�0200）
※土・日曜日、祝日を除く９時～17時。
※電話のかけ間違いに十分注意してください。
その他の問い合わせ　環境対策グループ
（クリンクルセンター内・☎�２９５８）

　
９
月
７
日
㈯
は
工
事
の
た
め
休
館

し
ま
す
。

※�

荒
天
な
ど
に
よ
り
工
事
が
延
期
と

な
る
場
合
は
９
月
７
日
㈯
お
よ
び

　
市
・
道
民
税
（
普
通
徴
収
第
２

期
）
、
国
民
健
康
保
険
税
（
普
通
徴

収
第
４
期
）
、
介
護
保
険
料
（
普
通

徴
収
第
３
期
）
、
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
（
普
通
徴
収
第
３
期
）
の
納

期
限
は
９
月
30
日
㈪
で
す
。

　
納
付
に
は
口
座
振
替
や
コ
ン
ビ
ニ

エ
ン
ス
ス
ト
ア
払
い
が
便
利
で
す
。

問�

い
合
わ
せ
　
税
務
Ｇ
（
☎
�
１
１

５
５
）
、
国
民
健
康
保
険
Ｇ
（
☎

�
１
７
７
１
）
、
高
齢
・
介
護
Ｇ

（
☎
�
５
７
２
０
）
、
年
金
・
長

寿
医
療
Ｇ
（
☎
�
２
１
３
７
）

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
　
総
務
Ｇ

�

（
☎
�
１
１
３
０
）

問
い
合
わ
せ
　
障
が
い
福
祉
Ｇ

�

（
☎
�
３
７
３
２
）

　
訓
練
に
伴
い
防
災
行
政
無
線
の
サ

イ
レ
ン
を
吹
鳴
し
ま
す
。
実
際
の
災

害
と
お
間
違
い
の
な
い
よ
う
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

日
時
・
場
所
・
訓
練
内
容
　

①�

９
月
25
日
㈬
14
時
ご
ろ
…
市
内
全

域
（
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム

（
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
）
を
用
い
た
情
報

伝
達
訓
練
の
た
め
）

②�

９
月
28
日
㈯
９
時
30
分
ご
ろ
…
幌

別
西
地
区
（
幌
別
西
小
学
校
・
西

陵
中
学
校
・
幌
別
西
地
区
連
合
町

内
会
合
同
避
難
訓
練
の
た
め
）

③�

９
月
29
日
㈰
９
時
ご
ろ
…
９
時
３

分
ご
ろ
…
登
別
地
区
（
登
別
地
区

連
合
町
内
会
津
波
避
難
訓
練
の
た

め
）

※�

気
象
な
ど
の
影
響
に
よ
り
、
中
止

ヘ�

ル
プ
マ
ー
ク
…
周
囲
の
方
々
に
援

助
や
配
慮
が
必
要
な
こ
と
を
知
ら

せ
る
こ
と
が
で
き
る
ス
ト
ラ
ッ
プ

型
の
マ
ー
ク
で
す
。
義
足
や
人
工

関
節
を
使
用
し
て
い
る
方
、
内
部

配
布
方
法
　

・�

希
望
者
一
人
に
つ
き
１
個
配
布
し

ま
す
。

・�

申
込
書
の
記
入
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
障
害
者
手
帳
や
身
分
証
明

書
な
ど
の
提
示
も
不
要
で
、
家
族

や
支
援
者
な
ど
代
理
人
に
よ
る
受

け
取
り
も
可
能
で
す
。

※�

ヘ
ル
プ
カ
ー
ド
に
つ
い
て
は
、
印

刷
用
デ
ー
タ
を
北
海
道
の
ウ
ェ
ブ

障
が
い
や
難
病
の
方
、
妊
娠
初
期

の
方
、
そ
の
他
援
助
や
配
慮
を
必

要
と
す
る
方
を
対
象
と
し
て
い
ま

す
。

ヘ�

ル
プ
カ
ー
ド
…
緊
急
連
絡
先
や
必

要
な
支
援
内
容
な
ど
が
記
載
で
き
、

障
が
い
の
あ
る
方
な
ど
が
普
段
か

ら
身
に
つ
け
て
お
く
こ
と
で
、
日

常
生
活
で
困
っ
た
と
き
、
緊
急
時
、

災
害
時
な
ど
に
周
囲
の
援
助
や
配

慮
を
お
願
い
し
や
す
く
す
る
カ
ー

ド
で
す
。

配
布
窓
口
　

　�
障
が
い
福
祉
グ
ル
ー
プ
（
市
役
所

１
階
７
番
窓
口
）
、
鷲
別
支
所
、

登
別
支
所
、
登
別
温
泉
支
所

サ
イ
ト
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
し
、
印

刷
し
て
利
用
す
る

こ
と
も
で
き
ま
す
。

　
10
月
１
日
㈫
か
ら
の
消
費
税
率
の

引
き
上
げ
に
伴
い
、
現
在
８
㌫
と
な

っ
て
い
る
水
道
料
金
・
下
水
道
使
用

料
・
簡
易
水
道
料
金
の
消
費
税
率
を

10
㌫
に
改
定
し
ま
す
の
で
ご
理
解
と

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
た
だ
し
、
10
月
１
日
以
前
か
ら
引

き
続
き
水
道
を
利
用
さ
れ
て
い
る
場

合
は
、
12
月
以
降
の
検
針
分
か
ら
税

率
が
10
㌫
と
な
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
　
水
道
Ｇ

�

（
☎
�
５
５
０
１
）

14
日
㈯
を
休
館
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
　
社
会
教
育
Ｇ

�

（
☎
�
１
１
２
９
）

鷲
別
公
民
館
の
休
館
に
つ
い
て

忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う

防
災
行
政
無
線
の

サ
イ
レ
ン
を
吹
鳴
し
ま
す

ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
・

ヘ
ル
プ
カ
ー
ド
に
つ
い
て

水
道
料
金
・
下
水
道
使
用
料
・

簡
易
水
道
料
金
の
消
費
税
率
を

改
定
し
ま
す

地　区 収集期間 申込期間
富浦町１～５丁目、
幸町、登別本町、
登別港町

10月７日㈪～
10月12日㈯　

９月24日㈫～
10月４日㈮　

片倉町、新栄町、
札内町、来馬町、
富浦町（１～５丁目除
く）

10月14日㈪～
10月19日㈯　

９月30日㈪～
10月11日㈮　

美園町１～３丁目 10月21日㈪～
10月26日㈯　

10月７日㈪～
10月18日㈮　

富岸町 10月28日㈪～
11月２日㈯　

10月15日㈫～
10月25日㈮　

※�粗大ごみは、１品ごとに『ごみ処理券（１枚１６０円）』
を貼って出してください（１回につき５品まで）。

▲�ヘルプマ
ーク

16 ２０１9．９月号 � くらしのガイド　市や国、道からのお知らせ

くらしのガイド

『
申
し
込
み
』

　
　
　
　
　
　
　
中
の
『
Ｇ
』
は
『
グ
ル
ー
プ
』
の
略
で
す

『
問
い
合
わ
せ
』


